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事業所番号 ２８７４１０００１５ 

株式会社 の も と 本店 
指定訪問介護事業所 

〒671-1301 兵庫県たつの市御津町黒崎 268 

ＴＥＬ ０７９－３２２－０８７８ 

ＦＡＸ ０７９－３２２－０９３２ 

 

 

 

 



設 置 主 体     株式会社 の も と   代表取締役 野本 利明 

           兵庫県たつの市御津町黒崎２６２ 

          ＴＥＬ ０７９-３２２-０８７８ 

設 置 年 月     昭和５４年５月２３日 

 

訪問介護事業所   株式会社 の も と 本店 

          訪問介護サービス事業所 

          兵庫県たつの市御津町黒崎２６８ 

          ＴＥＬ ０７９-３２２-０８７８ 

開 設 年 月     平成 1２年４月１日 

 

 

（一） 事業の目的及び運営方針 

 

１ 事業の目的 

株式会社 の も と 本店  指定訪問介護事業所が行う指定訪問介護事業

の適正な運営を確保するための人員及び、管理運営に関する事項を定め、

事業所の介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員初任者研修修了者

（以下「訪問介護員等」という）が、要支援状態にある高齢者に対し、適正

な指定訪問介護を提供することを目的とする。 

 

２ 運営方針 

①  事業所の訪問介護員等は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有

する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう入浴、排泄、

食事の介護その他の生活全般にわたる支援を行う。 

② 事業実施にあたっては、関係市町村、地域の保健、医療、福祉サービスと

の綿密な連携を図り、統合的なサービスを行う。 

 

（二） 職員の職種、人員及び職務の内容 

１ 管理者  野本 昌子 

   管理者は、事業所の従業員の管理、及び業務の管理を一元的に行うととも

に自らも指定訪問介護の提供にあたるものとする。 

 

２ サービス提供責任者   １名 

       サービス提供責任者は、事業所に対する指定訪問介護の利用に関わる調整、

訪問介護員等に対する技術指導、訪問介護計画の作成等を行う。 
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 ３ 訪問介護員等    

   介護福祉士     １名 

   実務者研修修了者  ２名 

   ２級課程修了者   １名 

  訪問介護員等は、指定訪問介護の提供にあたる。 

 

（三）営業日及び営業時間 

１ 営業日   月曜日～土曜日 

        但し年末年始(12 月 28日～1月 3日)とお盆休み(8 月 13 日～8月 15日(年

によっては 1～2 日前後するときもある))、祝祭日も休みとする。 

２ 営業時間  午前８時から午後５時までとする。（土曜は９時－１２時） 

３ 電話・ＦＡＸ等により、24 時間常時連絡が可能な体制とする。 

４ 訪問可能な時間帯  年中無休・午前 8：00～午後 7：00（相談により早朝、

夜間の訪問も可能） 

 

（四）サービスの提供方法、内容 

１ 訪問介護サービスとして、訪問介護員等が利用者の居宅を訪問して 

  ①入浴、排泄、食事の介護  ②調理、洗濯、清掃等の家事  ③生活等 

  に関する相談及び助言  ④その他利用者に必要な日常生活上の世話を提 

供します。ただし、経管栄養、吸入等の処置など医療行為に該当するサービ

スは禁止されているため行いません。 

２ 利用者の家族に対する調理や洗濯など、利用者以外の者にサービスを提供 

  する場合には介護保険適用外部分となり、別に契約を締結する必要があり

ます。 

３ 訪問介護員等は、サービスの提供の都度、利用者又は利用者の家族の同意

を得てサービス提供に必要な範囲で消耗品や器具、材料を使用します。 

４ 訪問介護員等が提供するサービスのうち、利用するサービスの内容、利用

回数、利用料及び介護保険適用の有無については、利用サービス一覧表に

記載したとおりです。 

５ 利用者はいつでも訪問介護サービスの内容を変更するよう申し出ることが

できます。利用者からの申し出があった場合、当事業所の（一）に規定する

訪問介護サービスの目的に反するなど、変更を拒む正当な理由がない限り、

速やかに訪問介護サービスの内容を変更します。 
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＜提供するサービスの内容＞ 

身体介護・・・・・食事介助、入浴介助、排泄介助、清拭、体位変換等 

（寝たきりや認知症などで常に介護を必要とする状態の方） 

 

生活援助・・・・・買物、調理、掃除、洗濯、居室の整理整頓、受け取り等 

（常時の介護までは必要ないが、日常生活に支援が必要な状態の方） 

 

（五）利用料及びその他の費用 

１ 訪問介護員等が提供する訪問介護サービスの利用単位ごとの利用料及びそ

の他の費用は、別紙に記載したとおりです。 

２ 訪問介護員等から提供を受ける訪問介護サービスが介護保険の適用を受け

る場合、利用者は当事業所に対し、原則として介護保険負担割合証に基づ

き利用料１～３割を支払います。 

３ 利用者が訪問介護員等の提供するサービスの利用をキャンセルする時は、

当事業所は利用者に対し、キャンセルした時期に応じて、次に記載したキ

ャンセル料の支払いを求めることができます。 

４ 利用者は、当事業所に対し、当月の利用料を翌月に現金及び銀行引き落と

しの方法で支払います。 

５ 償還払いの場合は、利用者に全額自己負担していただきます。 

  償還払いとは、一旦全額を（利用料の１０割）お支払いいただき、市町村で

償還払い手続きをした後９割～７割が戻ってくる制度です。 

  その時には、サービス提供証明書を交付いたします。 

  <キャンセル料> 

  前日までのご連絡の場合・・・・・・・・キャンセル料は不要です 

  直前の連絡や訪問時のキャンセルの場合また、不在の場合は実費で 500 円 

  をいただきます。 

  ただし、利用者の病変、急な入院等の場合には、キャンセル料は請求いたし

ません。 

６ 利用者の居宅が、通常の事業実施区域以外の場合、おおむね片道 10ｋｍ以

上は 200 円をいただきます。 

 

（六）通常の事業実施区域 

  姫路市、揖保郡太子町、たつの市 

  ここに記載されております地域は、交通費が含まれております。 
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（七）身分証携帯義務 

当事業所の訪問介護員等は常に身分証を携帯し、①初めて利用者の居宅を

訪問した時 ②利用者や利用者の家族から提示を求められた時は、いつで

も身分証を提示いたします。 

 

（八）損害賠償 

１ 訪問介護サービスの提供にあたって、万が一事故が発生し、利用者又は利

用者の家族の生命・身体・財産に損害が発生した場合には、不可抗力による

場合を除き、速やかに利用者に対して損害を賠償いたします。 

２ 当事業所は万が一の事故に備えて、あいおいニッセイ同和損害保険株式会

社の損害賠償責任保険に加入しています。 

   

<お問い合わせ先> 

あいおいニッセイ同和 

       損害保険株式会社 

代理店  ㈱サンヨー保険事務所 

    

住所 姫路市大津区天神町 1 丁目４２－１３ 

電話 ０７９－２３７－７７５５ 

 

（九）サービス提供の手順 

１ ケアプラン（利用者の居宅サービス計画）に沿って、事前にお聞きした日常

生活の状況、利用意向をもとに訪問介護計画書を作成いたします。 

２ 契約締結後のサービス提供は、作成した内容により実施いたしますが、状

況の変化、意向の変動などにより内容変更を行うことも可能です。 

３ サービス提供後、月末に実績を訪問介護員が当事業所に報告し、翌月に利

用者に前月分利用料金のお知らせをして、現金で支払うか銀行引き落とし

の方法で徴収いたします。 

 

サービス提供責任者（訪問介護計画作成者） 

 

氏名                  

 

 

 

 

 

－4－ 



 

（十）緊急時の対応 

１ 当事業所は訪問介護サービスの提供中に利用者の病状の急変が生じた場合、

その他必要な場合は、速やかに別紙記載の主治医又は協力医療機関と連絡

をとり、救急治療あるいは救急入院など必要な措置をとります。 

２ 前項の場合、当事業所は別紙記載の緊急連絡先に直ちに連絡します。 

 

（十一）秘密の保持 

１ 当事業所及び従業員は、正当な理由がない限り、利用者に対する訪問介護

サービスの提供にあたって知り得た利用者又は利用者の家族の秘密を漏ら

しません。 

２ 当事業所は従業員が退職後、在籍中知り得た利用者又は利用者の家族の秘

密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じます。 

 

（十二）担当者の変更 

  当事業所は訪問介護サービスを提供するにあたって、利用者又は利用者の

家族から訪問介護担当者の変更を希望された場合には、当事業所にご相談

の上、必要なときは変更いたします。 

 

（十三）記録の保管 

１ 当事業所は、訪問介護サービスの提供記録を５年以上保管いたします。 

２ 当事業所の訪問介護サービス提供記録は、利用者又は利用者の家族に限り

閲覧をすることができます。 

３ 当事業所は、訪問介護サービスの提供記録を利用者又は利用者の家族に限

り、希望があれば、記録の写しを交付することができます。 

 

（十四）苦情・相談の窓口 

１ 利用者又は利用者の家族は、提供された訪問介護サービスに苦情がある場

合、いつでも下記の相談窓口に苦情を申し立てることができます。 

２ 当事業所は、利用者から提供したサービスについて、利用者又は利用者の

家族から苦情の申し立てがあった場合に、迅速・適切に対処し、サービスの

向上、改善に努めます。 

  

〔電 話 番 号〕  ０７９－３２２－０８７８ 

〔ＦＡＸ 番号〕  ０７９－３２２－０９３２ 

〔開 設 時 間〕  ２４時間体制 

〔担 当 者〕  管理者  野本 昌子 
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〔姫路市の相談窓口〕  姫路市役所 介護保険課 

              電話番号 ０７９－２２１－２９２３ 

〔御津町の相談窓口〕   御津総合支所 地域振興課 

電話番号  ０７９－３２２－１４５１ 

〔太子町の相談窓口〕    太子町役場 高年介護課 

電話番号 ０７９－２７６－６７１５ 

〔たつの市の相談窓口〕   たつの市役所 高年福祉課 

電話番号 ０７９１－６４－３１５５ 

〔揖保川町の相談窓口〕    揖保川総合支所 地域振興課 

電話番号 ０７９１－７２－２５２３ 

〔国保連の相談窓口〕   兵庫県国民健康保険団体連合会  

電話番号 ０７８－３３２－５６１７ 

          

（十五）重要事項の変更 

  重要事項説明書に記載した内容に変更が生じた場合には、書類を交付し、

利用者にその内容を口頭で説明します。 

 

（十六）重要事項説明書の確認 
 

当事業所が重要事項説明書を説明した日       ・  ・ 

重要事項説明書を説明した当事業所の担当者 

重要事項説明書の説明を受け、同意された利用者の署名及び確認印   

 

          ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ㊞ 

 

代理人＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿㊞（利用者との続柄   ） 

緊急時の対応方法 

   ＊主治医   利用者の主治医                 

          所属医療機関名称                

          所在地及び電話番号               

 

＊家 族   緊急連絡先           （続柄：   ） 

          電話番号                    
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訪問介護サービス 利用料・利用者負担額               

【身体介護のサービス】 ・食事、入浴、排泄、更衣、通院介助 等 

【生活援助のサービス】 ・掃除、洗濯、買い物、食事の準備、調理 等 

区分 サービス提供時間 介護報酬額 
利用者負担額 

１割 ２割 ３割 

身 体

介 護 

２０分未満       １,６３０円 １６３円 ３２６円 ４８６円 

２０以上３０分未満  ２,４４０円 ２４４円 ４８８円 ７３２円 

３０分以上１時間未満  ３,８７０円 ３８７円 ７９１円 １,１６１円 

１時間以上１時間半未満 ５,６７０円 ５６７円 １,１３４円 １,７０１円 

以降３０分を増すごとに  ８２０円 ８２円 １６４円 ２４６円 

生 活

援 助 

２０分以上４５分未満     １,７９０円 １７９円 ３５８円 ５３７円 

４５分以上 ２,２００円 ２２０円 ４４０円 ６６０円 

☆ 介護保険適用になる場合は、介護保険負担割合証に基づき自己負担額が 

１割～３割になります。 

 

＊新規に訪問介護を作成した利用者に対して、初回に実施した訪問介護と同月

内にサービス提供責任者が自ら訪問介護を行う場合、又は、他の訪問介護員

等が訪問介護を行う際に同行訪問した場合、初回に限り 200 円/月いただきま

す。（尚、過去 2 ヶ月以上に渡り御利用が無く、再度訪問介護をご利用される

場合は新たに初回加算が発生しますのでご了承ください。） 

＊利用者やその家族等からの要請を受けて、サービス提供責任者がケアマネー 

ジャーと連携を図り、ケアマネージャーが必要と認めた時に、サービス提供責

任者又はその他の訪問介護員等が居宅サービス計画にない訪問介護（身体介

護）を行った場合、緊急時訪問介護加算として 100 円/回いただきます。 

＊特定事業所加算Ⅱの算定により、利用者負担額に 10％を乗じた数が利用料に 

 加算となります。 

＊介護職員処遇改善加算については、上記特定事業所加算を追加した利用者負 

担額に処遇改善加算Ⅳ（14.5％）を乗じた数が利用料に加算となります。 
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個人情報提示同意書 

 

 

訪問介護事業所においてサービス内容等の説明のため、 

私（利用者）の最低限の個人情報を伝えることに同意します。 

 

 

令和  年  月  日 

 

 

事 業 者 

      訪問介護事業所  株式会社 のもと 本店 

 

 

 

利 用 者 

      住 所 

氏 名              ㊞ 

 

代筆の場合 

住 所 

氏 名              ㊞ 

 

 

 

 

 

 

 


